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　市では、適正で安全な森林整備を実施するための専門的な知識

や技術を修得しようとする個人、それらの研修会等を実施する事

業主のみなさんに経費の一部を助成します。

①林業技術者育成事業

【問い合わせ先】　農林水産部林務課　☎　67-2121

森林施業に必要な資格取得、研修会、講習会等の受講に

係る経費（受講料、テキスト代、受験料）
内　容

煙２分の１以内の額を助成（１人あたり１０万円以内）

煙団体の場合は、別に事業者が支払う１日分の賃金相当額を助成

　（１人あたり１日３千円以内で、他に補助がある場合はその差額）

煙高校生は全額助成（１人あたり１０万円以内）

助成額

高性能林業機械等の森林施業の実地研修に係る経費（講師に対する報償費・旅費・宿泊費、需用費、

役務費、使用料および賃借料、実地研修に必要な機械器具等の購入費）
内　容

市内に住所を有する人、市内に通学する学生、市内に事務所等を有する団体対　象

２分の１以内の額を助成

　（機械器具等の購入費については１機あたり５０万円以内、高性能林業機械は１０分の１以内の額）
助成額

市内に事務所または事業所を有する森林組合、林業事業体等対　象

②人材育成団体支援事業

③新規林業就業者確保対策事業

森林組合、林業事業体等が実施する労働安全対策に関する研修に係る経費

（講師に対する報償費・旅費・宿泊費、需用費、役務費、使用料および賃借料）
内　容

２分の１以内の額を助成（１事業あたり２０万円以内）助成額

市内に事務所または事業所を有する森林組合、林業事業体等対　象

２分の１以内の額を助成（１人あたり１０万円以内）助成額

市内に事務所または事業所を有する森林組合、林業事業体等対　象

④有害鳥獣森林被害対策事業

第一種銃猟免許取得経費、猟銃等の購入および所持許可に係る経費（旅費、食料費を除く）内　容

市内に住所を有し、第一種銃猟免許および猟銃所持許可を取得した人で、郡上市猟友会に入会し、

かつ市が任命する鳥獣被害対策実施隊に入隊し有害鳥獣の捕獲や被害防止対策の実施に継続的に取

り組むことを誓約した人

対　象

２分の１以内の額を助成（１人あたり１０万円以内）助成額

森林組合、林業事業体等が実施するインターンシップ等の受入れに要する経費

（研修生に対する旅費、宿泊費、需用費および役務費）

合同企業説明会等への参加に係る経費（参加費、旅費および宿泊費）

新規林業就業者に対する防護服等安全対策用具の購入費

内　容


